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番号 問 答

　１．補助対象者について

1-1 個人事業者は対象となりますか。

申請の日までに、開業届を提出している方、青色申告をしてい

る事業者又は白色申告者でも事業収入を申告している方は対象

となります。ただし、商工業者に限ります。

1-2 医療関係者は対象になりますか。 医療法人、医師、歯科医師、助産師の方は対象外です。

1-3 調剤薬局は対象になりますか
個人事業者や会社の場合は対象です。

医療法人の場合は対象外です。

1-4 介護施設や病院は対象となりますか。
運営者が医療法人や医師、歯科医師、社会福祉法人の事業者の

方は対象外です。

1-5
工場、事業所等は県内にあるが、本社が県

外の場合対象になりますか。

対象となります。ただし、徳島県内の工場、事業所等で設備導

入を行う場合に限ります。

1-6
複数の工場、事業所等が県内にあるが、工

場、事業所等ごとに申請ができますか。

法人登記や開業届を行っている事業者単位で１事業者あたり申

請 1 件となります。本社の住所、代表者名で申請してくださ

い。

1-7
複数の業種を営んでいる場合、主な業種はど

のように判断すればよいですか。

「製造業、建設業、運輸業」、「卸売業」、「サービス業」、

「小売業」の定義に当てはめることが難しい事業や、区分が異

なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その

他の業種」に該当するものとしてください。

1-8

製造業と小売業のどちらの事業も営んでいる

場合、資本金・従業員数の要件はどちらの

業種の数字で判断すればよいですか。

主たる事業である方の業種要件で判断してください。

　２．補助対象事業・経費について

2-1
設備導入に伴う工事費や運搬費は補助対象

となりますか。

新規に取得した固定資産の取得価格として計上されるものは対

象となります。

2-2

導入設備について、中古品は補助対象とな

りますか。また、ＰＰＡやリースは補助対

象となりますか。

固定資産として新規に取得する場合は、中古品も対象となりま

す。ＰＰＡやリースは対象となりません。

2-3
国、県、市町村等が実施する他の補助事業

との併用は可能ですか。

可能です。ただし、補助対象となるのは、補助対象経費から他

の補助金を差し引いた額となります。
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　３．申請手続について

3-1 採択は先着順ですか。 先着順です。予算額に達し次第、受付を終了します。

3-2 交付申請はいつまでにすればよいですか。

事業着手（工事着手）の１４日前までに申請が必要です。申請

に不備があると、交付決定が遅れる場合がありますので、余裕

を持ってご申請ください。

3-3
申請にあたってはどのような書類を提出する

必要がありますか。

申請時に必要となる書類については、交付要綱第５条をご確認

ください。各様式で定める添付書類も漏れなく添付ください。

3-4 申請書に押印は必要ですか。 不要です。

3-5
県税すべてに未納がないことの証明書はどこ

で取得できますか。

最寄りの東部県税局や県民局の各庁舎で取得することができま

す。交付申請にあたっては、交付申請書の証明事項の「７番」

の「県税（特別法人事業税及び地方法人特別税を含む。）すべ

てに未納がないことの証明」を申請して下さい。

3-6
必要書類の準備ができました。どちらに申

請すればよいですか。

必要書類１部を「徳島県経済産業部企業支援課新産業立地室」

に、郵送又は持参で提出してください。なお、予算額到達によ

り受付を終了している場合がありますので、必ず準備前に電話

等で県までお問い合わせください。

3-7 申請の内容は途中で変更できますか。

軽微な変更を除き、事前に補助事業変更承認申請書を提出し、

承認を得てください。変更内容が軽微な変更に当たるかどうか

は、県までご確認ください。なお、交付決定額を超えて増額す

る変更はできませんので、ご注意ください。

3-8 いつから事業を開始してよいですか。 補助事業の開始は、交付決定日以降とする必要があります。

3-9 いつまでに事業を完了すればよいですか。
令和９年１月２９日までに設備導入及び支払が完了しているこ

とが必要です。

3-10 実績報告はいつまでにすればよいですか。

事業を完了（設備導入及び支払が完了）した日から起算して３

０日を経過した日又は令和９年１月２９日までのいずれか早い

日までに、提出してください。

　４．その他

4-1
補助金受領後、何らかの義務が発生します

か。

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管

理し、補助事業の補助の目的に従って、その効率的な運用を図

る必要があります。耐用年数経過前に財産を処分する場合は、

所要の手続が必要になるとともに、補助金の全部又は一部を県

に返還いただく場合があります。


